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７診療科必修 産科・小児科ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ３科以外に必修科あり ３科のみ必修

研修プログラムの状況について
（２３年度研修の内定者）

1

事務局提出資料３

内科系・・・・・内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、神経内科、糖尿病内科、血液内科、アレル
ギー科、

リウマチ科、感染症内科、心療内科
外科系・・・・・外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科、肛門外科、小児外科
産婦人科・・・産婦人科、産科、婦人科
その他・・・・・放射線科（0.5ヶ月）、整形外科（0.4ヶ月）、脳神経外科（0.2ヶ月）、皮膚科（0.2ヶ月）、耳鼻咽喉科（0.2ヶ
月） 等

臨床研修修了者アンケート調査結果

臨床研修医の各診療科のローテート状況

月

9.2 2.9 2.6 2.1 1.5 1.21.1 1.3 2.0 0.1

0 4 8 12 16 20 24

全体

内科系 外科系 救急 麻酔科 小児科 産婦人科 精神科 地域医療 その他の診療科(分類不能は除く) 分類不能など

2

平成２４年

8.0 3.2 1.7 2.1 1.8 1.5 1.20.9 3.3 0.3

0 4 8 12 16 20 24

平成２３年

全体
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2

ローテート期間の分布状況
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（調査期間：平成24年3月1日～4月20日）
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外科のみ

※36月より多くローテート、ローテート期間未
記入などの個票を除いた4643枚を元に集計

ローテート期間の分布状況
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（調査期間：平成24年3月1日～4月20日）
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※36月より多くローテート、ローテート期間未記入
などの個票を除いた4643枚を元に集計
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3

ローテート期間の分布状況
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（調査期間：平成24年3月1日～4月20日）
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記入などの個票を除いた4643枚を元に集計

ローテート期間の分布状況
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（調査期間：平成24年3月1日～4月20日）
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入などの個票を除いた4643枚を元に集計
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4

ローテート期間の分布状況
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（調査期間：平成24年3月1日～4月20日）
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※36月より多くローテート、ローテート期間未記
入などの個票を除いた4643枚を元に集計

ローテート期間の分布状況
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（調査期間：平成24年3月1日～4月20日）
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1

臨床研修制度に関する経緯

事務局提出資料４

○昭和２３年 インターン制度を開始（国家試験の受験資格を得るために必要な課程）
※昭和２１年 国民医療法施行令改正によるインターン制度の創設

（当時の問題点） インターン生の身分・処遇が不明確、指導体制が不十分

○昭和４３年 臨床研修制度創設（医師免許取得後２年以上の努力義務）

○平成１６年 新制度の施行（平成12年医師法改正（臨床研修の必修化） ）

臨床研修制度のあり方等に関する検討会、医道審議会において制度の見直しを検討（平成20年９月～）

○平成２１年 臨床研修制度の見直し（新基準は平成２２年度の研修から適用）

【指摘されていた問題点】
１．専門医志向のストレート研修中心で、研修プログラムが不明確
２．受入病院の指導体制が不十分
３．身分・処遇が不明確で、アルバイトによって生計を維持せざるをえない など

【指摘された問題点】
１．専門医等の多様なキャリアパスへの円滑な接続が妨げられる
２．受入病院の指導体制等に格差が生じている
３．大学病院の医師派遣機能が低下し、地域における医師不足問題が顕在化
４．募集定員が研修希望者の１.３倍を超える規模まで拡大し、研修医が都市部に集中

臨床研修制度に関する経緯

2
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2

旧制度 新制度

～平成15年度 平成16年度～ 平成22年度～

基本理念

研修期間

研修プログラム

・

研修病院の
主な指定基準

2年以上必修2年以上の努力義務

到達目標を達成できる研修プ
ログラム

到達目標を達成できる研修プログラム
（必修項目あり：症例レポートの提出など）

（３科必修、２科選択必修）

・約300床以上、又は年間入院
患者数3,000人以上

・年間剖検例20体以上

・臨床研修を行うために必要な
症例があること

・臨床病理検討会が適切に開催されている

・年間入院患者数3,000人以上
（※1）

（※１）･･･平成24年3月31日まで激変緩和措置あり

（７科必修）

・各診療科ごとに十分な指導力
を有する指導医を配置

・指導医が受け持つ研修医は
5人までが望ましい

・研修医5人に対して指導医を
1人以上配置（※1）

医師としての人格のかん養とプライマリケアの基本的な診療能力の
修得

診療に関する知識及び技能を
実地に錬磨するとともに、医師
としての資質の向上を図る

・研修医に対する適切な処遇を確保している

①臨床研修制度のこれまでの経緯

3

旧制度
新制度

平成16年度～ 平成22年度～

研修医の評価
（修了認定）

研修医の
募集定員

募集定員に関する規定なし

（※２）･･･平成26年3月31日まで激変緩和措置あり

1年次、2年次の研修医の合計が「病床数を10で除した数」又は
「年間の入院患者数を100で除した数」を超えないもの

・過去の受入実績、医師派遣
実績等に基づき病院ごとに募
集定員を設定（※2）
・都道府県別上限あり（※2）

・上記の範囲で各病院が募集
定員を設定

研修期間の中途及び終了時に適切な評価を実施

研修管理委員会において
・研修実施期間の評価
・臨床研修の目標の達成度の評価
・臨床医としての適性の評価
を行うことについて規定（修了基準）

②臨床研修制度のこれまでの経緯

4
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（２）基幹型臨床研修病院の指定基準の強化

・新規入院患者数、救急医療の提供などについて、基準を強化する。

・新基準を満たさなくなる病院は、研修医の受入実績等を考慮し指定の取り消しを行うか否かを決める。

平成21年臨床研修制度の見直しの概要
（平成22年度の研修から適用）

臨床研修制度の基本理念の下で臨床研修の質の向上を図るとともに医師不足への対応を行う。

※基本理念…医師としての人格のかん養と基本的な診療能力の修得

（３）研修医の募集定員の見直し

・都道府県別に募集定員の上限を設定する。

・病院の募集定員は、研修医の受入実績や医師派遣等の実績を踏まえ設定する。

・募集定員が大幅に削減されないように、前年度採用内定者数（マッチ者数）を勘案して激変緩和措置を
行う。

（１）研修プログラムの弾力化

・必修の診療科は内科、救急、地域医療とする。 ※従来は、内科、外科など７診療科が必修。

・外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科は選択必修科目とする（２科目を選択して研修を行う）。

・一定規模以上の病院には、産科・小児科の研修プログラムを義務付ける。

１ 見直しの趣旨

２ 見直しの内容

5

制度見直し前（例）

制度見直し後（例）

内科
６月

外科
３月

救急
３月

(含麻酔科)

選択科目
８月

地
域
保
健
・
医
療
１
月

精
神
科

１
月

産
婦
人
科
１
月

小
児
科

１
月

将来専門としたい診療科を中心に
関連の診療科で研修

＊あらかじめ研修病院が選択肢を設定する

地
域
医
療
１
月

内科
６月

救急
３月

選択必修
外科
麻酔科
小児科
産婦人科
精神科から

２科目選択

１年目

１年目 ２年目

２年目

必修

必修 必修

研修プログラム見直しのイメージ

6
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4

○臨床研修を行うために必要な症例がある
こと（年間入院患者数が3,000人以上）

○救急医療を提供していること

○臨床病理検討会（ＣＰＣ）を適切に開催して
いること

○研修医５人に対して指導医を１人以上配
置すること

※指定基準は、基幹型臨床研修病院が単独
で満たす

○臨床研修を行うために必要な症例がある
こと（内科、外科、小児科、産婦人科、精神
科の年間入院患者数が100人以上）

○救急医療を提供していること

○臨床病理検討会（ＣＰＣ）を適切に開催し
ていること

○指導医１人が受けもつ研修医は、５人まで
が望ましいこと

※指定基準は、協力型臨床研修病院等と共
同で満たす

改正前 改正後

基幹型臨床研修病院の指定基準の見直し
（平成22年度の研修から適用）

7

都道府県別募集定員の上限の考え方

都
道
府
県
別
の
募
集
定
員
の
上
限

都道府県別の人口

日本の総人口
全国の研修医総数× ①

と
②
の
多
い
方

○全国の研修医総数を「①都道府県別の人口により按分した数」と「②都道府県別の医学部入学
定員数により按分した数」の多い方に、「③地理的条件を勘案した数」を加えたもの

都道府県別の医学部入学定員

全国の総医学部入学定員
全国の研修医総数×

③
（a）面積当たりの医師数

（100平方㎞当たりの医師数）

（b）離島の人口

① 人口分布

② 医師養成状況

③ 地理的条件

8
【激変緩和措置】 募集定員の上限が、当該都道府県内の研修医の受入実績より10%以上少ない場合には、

受入実績に0.9を乗じて得た数値とする。（平成26年度に研修を開始する研修医の募集まで）
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研修病院の募集定員設定方法

B病院
医師派遣なし

３０名
２０名

20 + 10

= ３０名
30×

= ２７名

１２名
１０名 １０名

10×

= ９名

過去の受入実績等による設定 都道府県の上限との調整

（例）
１０名加算

過去３年間
の受入実績
の最大値

90
100

90
100

【都道府県の調整】 都道府県別の募集定員の上限の範囲内で、各病院の募集定員を調整することができる。
【激変緩和措置】 募集定員が前年度の内定者数を下回らないようにする。（平成26年度に研修を開始する研修医の募集まで）

A病院
医師派遣あり

過去の受入実績前年度募集定員 医師派遣を評価 超過分調整

都道府県内の病院の募集定員の合計
が都道府県の上限を超えている場合

（例）
病院の募集定員の合計１００名
都道府県の上限９０名

加算なし

9

○都市部の６都府県（東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、福岡県）以外の
道県の採用実績の割合は、昨年度に引き続き増加し、平成16年度の新制度導入後、
過去最大。

１．６都府県とその他の道県

（人）

６都府県以外の採用実績の割合

22年度 52.2%
↓

23年度 52.5%
↓

24年度 53.3%（＋0.8%）

平成24年8月22日公表

研修医の採用実績①（平成24年度研修）

H15' H16' H17' H18' H19' H20' H21' H22' H23' H24'

６都府県 51.3% 47.8% 48.9% 48.8% 48.1% 47.7% 48.6% 47.8% 47.5% 46.7%

その他の道県 48.7% 52.2% 51.1% 51.2% 51.9% 52.3% 51.4% 52.2% 52.5% 53.3%

46.0%

47.0%

48.0%

49.0%

50.0%

51.0%

52.0%

53.0%

54.0%

採用割合の推移

６都府県

その他の道県

H15' H16' H17' H18' H19' H20' H21' H22' H23' H24'

６都府県 4,193 3,526 3,680 3,766 3,640 3,689 3,715 3,585 3,643 3,584

その他の道県 3,973 3,846 3,846 3,951 3,920 4,046 3,929 3,921 4,029 4,095

合計 8,166 7,372 7,526 7,717 7,560 7,735 7,644 7,506 7,672 7,679

10
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２．大学病院と臨床研修病院
○大学病院の採用実績の割合は、昨年度より減少。
○大学病院では、昨年度より採用人数が前年同数又は増加した病院と減少した病院
の数がほぼ同数。

（人）

大学病院 臨床研修病院

22年度 47.2% 52.8%
↓ ↓

23年度 45.0% 55.0%
↓ ↓

24年度 44.4% 55.6%
（ ▲ 0.6%） （＋0.6％）

研修医の採用実績②（平成24年度研修）

平成24年8月22日公表

H15' H16' H17' H18' H19' H20' H21' H22' H23' H24'

臨床研修病院 2,243 3,262 3,824 4,266 4,137 4,144 4,069 3,961 4,222 4,267

大学病院 5,923 4,110 3,702 3,451 3,423 3,591 3,575 3,545 3,450 3,412

合計 8,166 7,372 7,526 7,717 7,560 7,735 7,644 7,506 7,672 7,679

H15' H16' H17' H18' H19' H20' H21' H22' H23' H24’

臨床研修病院 27.5% 44.2% 50.8% 55.3% 54.7% 53.6% 53.2% 52.8% 55.0% 55.6%

大学病院 72.5% 55.8% 49.2% 44.7% 45.3% 46.4% 46.8% 47.2% 45.0% 44.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

採用割合の推移
臨床研修病院

大学病院

11

H15' H16' H17' H18' H19' H20' H21' H22' H23' H24'

６都府県 47.7% 49.4% 48.7% 48.6% 48.0% 48.7% 47.7% 47.6% 46.5% 45.7%

その他の道県 52.3% 50.6% 51.3% 51.4% 52.0% 51.3% 52.3% 52.4% 53.5% 54.3%

45.0%

47.0%

49.0%

51.0%

53.0%

55.0%
マッチング結果の推移

６都府県

その他の道県

１．地域別の状況
○都市部の６都府県（東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、福岡県）以外の道県の内定者の割

合は、前回より増加して54.3%となり、平成16年度の新制度導入後、過去最大になりました。
○６都府県以外の41道県のうち、20の道県（49%）で前回より内定者数が増加し、20の県(49%)で減少しま

した。（1県は前年同数です。）

研修医のマッチング①（平成25年度研修）

平成24年10月25日公表

H15' H16' H17' H18' H19' H20' H21' H22' H23' H24'

６都府県 3,699 3,949 3,948 3,936 3,852 3,828 3,760 3,804 3,701 3,611

その他の道県 4,057 4,051 4,152 4,158 4,178 4,030 4,115 4,194 4,250 4,297

合 計 7,756 8,000 8,100 8,094 8,030 7,858 7,875 7,998 7,951 7,908

12
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H15' H16' H17' H18' H19' H20' H21' H22' H23' H24'

臨床研修病院 41.2% 47.3% 51.7% 51.2% 50.9% 50.9% 50.3% 52.1% 52.9% 54.3%

大学病院 58.8% 52.7% 48.3% 48.8% 49.1% 49.1% 49.7% 47.9% 47.1% 45.7%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%
マッチング結果の推移

臨床研修病院

大学病院

２．大学病院と臨床研修病院別の状況
○大学病院の内定者の割合は45.7%となり、前回よりも減少しました。
○大学病院116病院のうち、44病院（38%）で前回より内定者数が増加し、57病院(49%)で減少しました。

（15病院は前年と同数です。）

研修医のマッチング②（平成25年度研修）

H15' H16' H17' H18' H19' H20' H21' H22' H23' H24'
臨床研修病院 3,193 3,784 4,184 4,148 4,087 3,999 3,959 4,170 4,205 4,296

大学病院 4,563 4,216 3,916 3,946 3,943 3,859 3,916 3,828 3,746 3,612
合 計 7,756 8,000 8,100 8,094 8,030 7,858 7,875 7,998 7,951 7,908

平成24年10月25日公表 13
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基
本

理
念

に
お
け
る
「
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
の

基
本

的
な
診

療
能

力
（
態

度
・
技

能
・
知

識
）
」
に
つ
い
て
の

委
員

か
ら
の

ご
意

見

「
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
」
に
対

す
る
修

正
等

1
修

正
案

：
「
医

師
と
し
て
の

基
本

的
診

療
能

力
」

○ ○ ○

初
期

研
修

の
目

標
の

文
言

の
中

に
、
わ

ざ
わ

ざ
、
解

釈
の

幅
広

い
「
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
」
を
入

れ
る
こ
と
に
抵

抗
を
感

じ
る
。
「
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
」
の

前
に
か

な
り
の

説
明

が
あ
る
べ

き
な
の

で
、
む
し
ろ
、
「
医

師
と
し
て
の

基
本

的
診

療
能

力
」
で
も
よ
い
。

態
度

の
中

に
含

ま
れ

る
「
マ
イ
ン
ド
」
「
気

持
ち
」
が

、
も
う
少

し
強

調
さ
れ

て
よ
い
。

卒
前

教
育

に
お
い
て
達

成
さ
れ

る
べ

き
能

力
、
特

に
、
技

能
、
態

度
面

で
の

能
力

の
達

成
度

が
不

十
分

で
あ
り
、

こ
の

た
め
、
初

期
研

修
で
目

標
の

達
成

が
不

十
分

で
あ
る
場

合
が

多
い
。

2
修

正
案

：
「
基

本
的

な
診

療
能

力
（
態

度
・
技

能
・
知

識
）
」

3
加

筆
訂

正
の

必
要

な
し

○
こ
の

基
本

的
理

念
に
加

筆
訂

正
の

必
要

は
無

い
が

、
「
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
」
に
つ
い
て
は

定
義

す
る
必

要
が

あ
る
。

4
使

用
し
な
い
方

が
よ
い

○ ○ ○

「
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
」
と
い
う
用

語
が

、
個

人
の

も
っ
て
い
る
背

景
に
よ
っ
て
解

釈
が

異
な
る
よ
う
な
ら
、
誤

解
を
招

か
な
い
よ
う
に
使

用
し
な
い
方

が
よ
い
か

も
し
れ

な
い
。
そ
の

と
き
に
は

、
基

本
的

臨
床

能
力

に
つ
い
て
の

コ
ン
セ
ン

サ
ス
も
必

要
で
あ
る
。
将

来
た
と
え
ば

内
科

医
に
な
ろ
う
と
す
る
も
の

と
外

科
医

に
な
ろ
う
と
す
る
も
の

の
「
基

本
的

臨
床

能
力

」
は

同
一

で
あ
る
こ
と
を
認

識
し
て
い
る
必

要
が

あ
る
。

将
来

ど
の

よ
う
な
分

野
に
携

わ
る
か

に
関

わ
ら
ず
に
必

要
な
基

本
的

臨
床

能
力

は
共

通
の

も
の

、
と
考

え
て
い
る

が
、
ご
意

見
が

分
か

れ
る
と
こ
ろ
だ
と
思

う
の

で
、
今

後
の

議
論

が
必

要
と
思

わ
れ

る
。

医
学

教
育

学
会

か
ら
、
「
本

制
度

が
導

入
さ
れ

た
社

会
的

背
景

、
超

高
齢

社
会

に
お
い
て
は

、
『
全

人
的

な
医

療
を
遂

行
す
る
た
め
に
、
す
べ

て
の

医
師

が
一

般
的

な
診

療
に
お
い
て
頻

繁
に
関

わ
る
負

傷
又

は
疾

病
に
適

切
に

対
応

す
る
た
め
の

基
本

的
な
診

療
能

力
（
態

度
・
技

能
・
知

識
）
を
身

に
付

け
て
い
る
必

要
が

あ
る
』
と
い
う
情

勢
に

は
変

化
が

な
い
ど
こ
ろ
か

、
一

層
求

め
ら
れ

て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
一

方
で
、
‘
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
’
と
い
う
用

語
に
つ

い
て
は

、
世

界
の

先
進

諸
国

で
は

一
つ
の

専
門

領
域

と
し
て
認

識
さ
れ

て
お
り
、
２
年

間
の

臨
床

研
修

終
了

を
も
っ

て
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
に
お
け
る
十

分
な
診

療
能

力
が

身
に
つ
く
と
い
う
誤

解
を
招

く
可

能
性

が
あ
る
の

で
、
こ
の

用
語

の
使

用
は

避
け
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。
」
と
い
う
提

言
が

あ
っ
た
。

理
由

等

（
参
考

）
基

本
理

念

「
医
師

法
第

16
条

の
2
第

1
項

に
規

定
す
る
臨

床
研

修
に
関

す
る
省

令
の

施
行

に
つ
い
て
」
（
平

成
15

年
6
月

12
日

厚
生

労
働

省
医

政
局
長
通
知
）

第
二

の
２
「
医

師
が

、
医

師
と
し
て
の

人
格

を
か

ん
養

し
、
将

来
専

門
と
す

る
分

野
に
か

か
わ

ら
ず
、
医

学
及

び
医

療
の

果
た
す
べ

き
社

会
的

役
割

を
認
識

し
つ
つ
、
一

般
的
な
診
療
に
お
い
て
頻
繁
に
関
わ

る
負

傷

又
は

疾
病

に
適

切
に
対

応
で
き
る
よ
う
、
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
の

基
本

的
な
診

療
能

力
（
態

度
・
技

能
・
知

識
）
を
身

に
付

け
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

事
務
局
提
出
資
料

242



1

都道府県 医師臨床研修に関するアンケート調査
結果（概要）

平成24年11月実施

1

事務局提出資料３

１．都道府県募集定員の上限

①算出方法についてどのように思うか

2

28%

11%

32%

6%

15%

8%
概ね適切

どちらともいえない

計算式を一部見直し

計算式を抜本的に見直し

上限は設けるべきではない

その他

（その他の主な意見）

地理的条件の設定項目の検討
激変緩和措置の廃止
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2

②都道府県募集定員の上限を決定する要素として、
重要と思われるもの（最大３つまでの複数回答）

3

29.8%

31.9%

8.5%

8.5%

4.3%

0.0%

4.3%

21.3%

34.0%

29.8%

21.3%

34.0%

42.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

その他

人口あたり医師数

県内の臨床研修病院数

県の無医地区人口

県の離島面積

県の可住地面積

県の面積

県の必要医師数

県の面積あたり医師数

県内の医学部入学定員

県の離島人口

県の65歳以上の人口

県の人口

（その他の主な意見）
二次医療圏の医師数、40歳未満の医師数
医学部定員に占める地域枠の割合
可住地面積あたり医師数
県内人口に占める65歳以上の割合
人口あたり医学部入学定員、病院勤務医師数
過疎市町村数、山村数、医師1人あたり病床数

③都道府県募集定員の上限等に関する主な意見

・募集定員と研修希望者数を概ね一致させるべき

・地域間格差是正のための調整係数を設定すべき

・医学部入学定員は地域の医療需要等と相関はないため、要素に入れ

るべきでない

・人口当たり医師数が全国平均を下回っている場合は、上限を設けな

いか補正係数を設定すべき

・激変緩和措置の廃止により定員が減る地域への配慮

・地域枠を別枠で純増されるのであれば、計算式は現行でもよい

・地域枠の定員数を単純に増加させるべきではない

・病院の募集定員には過去の実績のみならず、指導体制や努力を反映

すべき

・マッチ保証を廃止すべき

4
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3

２．都道府県による募集定員の調整

①都道府県の役割についての主な意見

・実質的に調整できる定員がない

・指定手続等は厚生局で行っているため、募集定員の調整

のみを県で行うのは困難

5

48.9% 27.7% 19.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

マッチング内 マッチング外 その他

【マッチング内】であるべきとする主な理由
・現行制度でも希望順位の選択等の工夫で対応可能
・一般学生との公平性
・マッチング外とすると、病院側が選考試験・面接の機会を逸し人物確認ができない
・マッチング外とすると、本人の学習意欲の低下の恐れ
・マッチング外とすると県が調整をすることになる
・他県からの流入の可能性がある

【マッチング外】であるべきとする主な理由
・アンマッチの恐れ

【その他】の主な意見
・原則はマッチング内とし、アンマッチの場合などに例外的に定員を上乗せするべき
・各病院の定員の内数で、地域枠のための定員を都道府県が設定できるようにするべき
・マッチング外にすると、１病院の定員を上回る地域枠学生が集まった場合の調整が困難

（参考）

6

①マッチングの適否(都道府県内の医療機関から自由に選択し研修する地域枠の場合)

３．地域枠学生とマッチング等

245



4

②マッチングの適否(都道府県内の特定の医療機関で研修する地域枠の場合)

14.9% 44.7% 36.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

マッチング内 マッチング外 その他

【マッチング内】であるべきとする主な理由
・マッチング外で扱った場合、学生のモチベーションやレベルを低下させる恐れ
・一般学生との公平性

【マッチング外】であるべきとする主な理由
・自治医大生と同様に扱うべき
・アンマッチを防止するため
・マッチング内とすると、学生に自由な病院選択が可能であると期待されてしまう
・マッチング内とすると、実質的なマッチング募集人数（一般枠の数）がわかりにくくなり

透明性が低下する恐れ
・マッチングにはなじまない。ただし、定員の内数にすべき

（参考）

7

③地域枠と定員の関係（複数回答）

項目 割合

１ 都道府県上限に加算すべき ４８．９％

２ 指定された医療機関に加算すべき ３６．２％

３ その他 ２１．３％

４ 配慮する必要なし １９．１％

(その他の主な意見)
単純に加算するのではなく、定員と希望者数が乖離しないような設定が必要
地域枠定員分は、別枠で純増してカウントすべき

④地域枠への主な意見

・地域枠学生の人数が多いため、マッチング外とすると、事前調整も膨大になりなじまない

・マッチングの理念を尊重すれば地域枠を例外扱いする必要はない

・地域枠に対応したスーパーローテートプログラムを増加させた場合の、補助金の加算措置

等を講じられたい

・奨学金貸与者に限らず県内で勤務することを条件として入学した者もマッチ外にすべき
8
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４．地域協議会

設置して

いる
64%

設置して

いない
25%

その他
11%

①設置の有無

地域協議会を設置しない主な理由

・他の協議会等が同様の役割を果たしている

・臨床研修病院が多数あり、一堂に会し調整等

を行うことは現実的でない

・必要性に乏しい

地域協議会への主な意見

・地域協議会が取組む事業等に対する財政支援を求める

9

その他の主な理由

・他の協議会等が同様の役割を果たしている

・都市部と地方、人気病院とそれ以外の病院との研修医数の乖離を解消すべき

・指定基準における中小病院への配慮が必要

・基礎医学への配慮、死因究明に係る解剖医の不足への配慮が必要

・マッチ保証を継続すべき

・自治医大も含め、地域枠定員を別枠化すべき

・定員20人未満でも小・産プログラムの特例定員を設定すべき

・奨学金への財政支援が必要

・修了評価につき、院外の人や外部機関によるチェック等も必要

・指定基準の3,000人は、医療資源の小さな地域などでは弾力的な運用が必要で

はないか

10

５．その他
①医師臨床研修制度全般についての主な意見
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6

６．地域枠学生数の推移（H24.8現在）

（※臨床研修期間中に県内勤務要件が課されている奨学金貸与者に限る）

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 計

入学年度 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 平成20年度 平成19年度

貸与実績 740 706 666 453 282 225 3,072

うち定員増 628 599 552 309 109 35 2,232

11

速報値
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1

若手医師の動向について

○各都道府県の卒業医学部の人数を100（%）とし、その動向をみると、多くの都道府
県で、

・当該都道府県出身者数に比べ、医師１・２年目及び３年目で当該
都道府県の医師数が増加する。
（卒業生は、当該都道府県の出身者数以上に当該都道府県に定着している。)

・医師１・２年目→３年目で、当該都道府県出身の医師数が減少する
一方、東京都に移動する医師数が増加する。

（注）回答者数が少ない都道府県（特に５０人に満たないもの）には留意が必要。

○臨床研修修了者について、卒業医学部ごとに、

・「高校等まで最も長くいた都道府県（いわゆる、出身都道府県）」

・「臨床研修を行った基幹型病院が所在する都道府県（原則として、医師１・２年目）」

・「臨床研修修了後に従事する予定の都道府県（原則として、医師３年目）」

を尋ねたところ、以下のような傾向が見られた。

（出典：平成２４年臨床研修修了者アンケート調査）

事務局提出資料４

東北地方
57.4％(31人)

東北地方
48.1％(26人)

岩手県の医学部卒業生の動向

岩手県
25.9％(14人)

大学
（岩手県内）
100％(54人)

東北地方以外
51.9％(28人)

東北地方以外
42.6 ％(23人)

岩手県
40.7％(22人)

東京都5.6％(3人)
東京都11.1％(6人)

出身地※

＜出典＞平成24年 臨床研修に関するアンケート
対象：平成24年3月末までに臨床研修を修了する医師の全て 回収率：5057/7506枚(67.3%)

大学 臨床研修 臨床研修後

東北地方
53.7％(29人)

東北地方以外
46.3％(25人)

岩手県
44.4％(24人)

東京都11.1％(6人)

※出身地：過ごした期間が最も長い都道府県

2
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東北地方
75.0％(54人)

東北地方
40.3％(29人)

宮城県の医学部卒業生の動向

宮城県
15.3％(11人)

大学
（宮城県内）
100％(72人)

東北地方以外
59.7％(43人)

東北地方以外
25.0 ％(18 人)

宮城県
33.3％(24人)

東京都8.3％(6人) 東京都6.9％(5人)

出身地※

＜出典＞平成24年 臨床研修に関するアンケート
対象：平成24年3月末までに臨床研修を修了する医師の全て 回収率：5057/7506枚(67.3%)

大学 臨床研修 臨床研修後

東北地方
69.4％(50人)

東北地方以外
30.6％(22人)

宮城県
47.2％(34人)

東京都9.7％(7人)

※出身地：過ごした期間が最も長い都道府県

3

東北地方
62.5％(40人)

東北地方
53.1％(34人)

福島県の医学部卒業生の動向

福島県
39.1％(25人)

大学
（福島県内）
100％(64人)

東北地方以外
46.9％(30人)

東北地方以外
37.5 ％(24人)

福島県
53.1％(34人)

東京都12.5％(8人) 東京都12.5％(8人)

出身地※

＜出典＞平成24年 臨床研修に関するアンケート
対象：平成24年3月末までに臨床研修を修了する医師の全て 回収率：5057/7506枚(67.3%)

大学 臨床研修 臨床研修後

東北地方
59.4％(38人)

東北地方以外
40.6％(26人)

福島県
51.6％(33人)

東京都14.1％(9人)

※出身地：過ごした期間が最も長い都道府県

4
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北海道の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（北海道内）

（回答者：135人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%47.4% 57.8% 56.3%

東京：12.6% 東京：7.4% 東京：14.1%

5

青森県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（青森県内）

（回答者：66人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%27.3% 45.5% 42.4%

東京：10.6% 東京：7.6% 東京：9.1%

6
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岩手県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（岩手県内）

（回答者：54人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%25.9% 40.7% 44.4%

東京：5.6% 東京：11.1% 東京：11.1%

7

宮城県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（宮城県内）

（回答者：72人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%15.3% 33.3% 47.2%

東京：8.3% 東京：6.9% 東京：9.7%

8
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秋田県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（秋田県内）

（回答者：83人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%21.7% 50.6% 39.8%

東京：7.2% 東京：8.4% 東京：14.5%

9

山形県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（山形県内）

（回答者：54人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%18.5% 40.7% 38.9%

東京：3.7% 東京：3.7% 東京：11.1%

10
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福島県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（福島県内）

（回答者：64人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%39.1% 53.1% 51.6%

東京：12.5% 東京：12.5% 東京：14.1%

11

茨城県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（茨城県内）

（回答者：67人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%10.4% 50.7% 34.3%

東京：28.4% 東京：20.9% 東京：35.8%

12
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栃木県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（栃木県内）

（回答者：130人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%12.3% 26.9% 23.8%
東京：8.5% 東京：11.5% 東京：15.4%

13

群馬県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（群馬県内）

（回答者：62人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%30.6% 53.2% 40.3%

東京：17.7% 東京：14.5% 東京：21.0%

14
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埼玉県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（埼玉県内）

（回答者：119人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%10.1% 63.0% 26.1%
東京：26.1% 東京：14.3% 東京：30.3%

15

千葉県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（千葉県内）

（回答者：56人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%25.0% 58.9% 58.9%

東京：37.5% 東京：25.0% 東京：23.2%

16
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東京都の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（東京都内）

（回答者：853人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%36.0% 57.6% 68.5%

17

神奈川県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（神奈川県内）

（回答者：219人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%29.2% 61.6% 46.6%

東京：20.5% 東京：16.4% 東京：27.4%

18
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新潟県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（新潟県内）

（回答者：60人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%38.3% 46.7% 40.0%

東京：10.0% 東京：11.7% 東京：20.0%

19

富山県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（富山県内）

（回答者：54人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%18.5% 40.7% 29.6%

東京：7.4% 東京：1.9% 東京：5.6%

20
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石川県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（石川県内）

（回答者：139人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%14.4% 39.6% 37.4%

東京：7.9% 東京：10.1% 東京：15.1%

21

福井県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（福井県内）

（回答者：80人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%36.3% 52.5% 40.0%

東京：1.3% 東京：6.3% 東京：5.0%

22
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山梨県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（山梨県内）

（回答者：36人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%0.0% 0.0% 0.0%

東京：2.8% 東京：27.8% 東京：25.0%

23

長野県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（長野県内）

（回答者：63人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%19.0% 52.4% 47.6%

東京：15.9% 東京：12.7% 東京：11.1%

24
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岐阜県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（岐阜県内）

（回答者：50人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%32.0% 62.0% 44.0%
東京：6.0% 東京：6.0% 東京：10.0%

25

静岡県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（静岡県内）

（回答者：66人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%39.4% 60.6% 51.5%

東京：10.6% 東京：4.5% 東京：9.1%

26
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愛知県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（愛知県内）

（回答者：249人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%50.2% 72.3% 68.7%

東京：2.8% 東京：2.8% 東京：6.8%

27

三重県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（三重県内）

（回答者：62人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%35.5% 53.2% 45.2%

東京：8.1% 東京：8.1% 東京：8.1%

28
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滋賀県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（滋賀県内）

（回答者：65人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%12.3% 32.3% 18.5%

東京：6.2% 東京：7.7% 東京：12.3%

29

京都府の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（京都府内）

（回答者：124人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%24.2% 46.0% 46.0%

東京：0.0% 東京：1.6% 東京：6.5%

30
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大阪府の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（大阪府内）

（回答者：315人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%43.8% 73.3% 70.5%

東京：1.3% 東京：2.2% 東京：3.8%

31

兵庫県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（兵庫県内）

（回答者：136人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%32.4% 59.6% 52.9%
東京：0.7% 東京：1.5% 東京：2.2%

32
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奈良県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（奈良県内）

（回答者：75人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%28.0% 58.7% 41.3%

東京：2.7% 東京：2.7% 東京：4.0%

33

和歌山県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（和歌山県内）

（回答者：36人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%22.2% 55.6% 36.1%

東京：11.1% 東京：5.6% 東京：8.3%

34
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鳥取県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（鳥取県内）

（回答者：37人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%13.5% 16.2% 24.3%

東京：2.7% 東京：8.1% 東京：8.1%

35

島根県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（島根県内）

（回答者：59人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%11.9% 27.1% 25.4%

東京：1.7% 東京：6.8% 東京：6.8%

36

266



19

岡山県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（岡山県内）

（回答者：121人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%19.8% 38.0% 35.5%

東京：2.5% 東京：6.6% 東京：10.7%

37

広島県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（広島県内）

（回答者：80人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%45.0% 72.5% 70.0%

東京：1.3% 東京：8.8% 東京：5.0%

38
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山口県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（山口県内）

（回答者：57人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%21.1% 43.9% 36.8%

東京：5.3% 東京：3.5% 東京：5.3%

39

徳島県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（徳島県内）

（回答者：62人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%35.5% 40.3% 38.7%

東京：0.0% 東京：3.2% 東京：3.2%

40
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香川県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（香川県内）

（回答者：83人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%18.1% 49.4% 45.8%

東京：4.8% 東京：4.8% 東京：4.8%

41

愛媛県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（愛媛県内）

（回答者：61人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%34.4% 42.6% 44.3%

東京：1.6% 東京：3.3% 東京：6.6%

42
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高知県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（高知県内）

（回答者：50人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%28.0% 32.0% 26.0%

東京：6.0% 東京：6.0% 東京：12.0%

43

福岡県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（福岡県内）

（回答者：291人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%38.8% 66.3% 68.7%

東京：3.1% 東京：4.8% 東京：5.5%

44
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佐賀県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（佐賀県内）

（回答者：71人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%21.1% 43.7% 40.8%

東京：2.8% 東京：2.8% 東京：4.2%

45

長崎県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（長崎県内）

（回答者：74人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%27.0% 47.3% 47.3%

東京：4.1% 東京：8.1% 東京：6.8%

46
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熊本県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（熊本県内）

（回答者：53人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%50.9% 56.6% 56.6%

東京：0.0% 東京：3.8% 東京：11.3%

47

大分県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（大分県内）

（回答者：72人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%26.4% 55.6% 51.4%

東京：8.3% 東京：4.2% 東京：4.2%

48
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宮崎県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（宮崎県内）

（回答者：60人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%13.3% 20.0% 20.0%

東京：6.7% 東京：8.3% 東京：20.0%

49

鹿児島県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（鹿児島県内）

（回答者：85人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%41.2% 45.9% 47.1%

東京：4.7% 東京：10.6% 東京：17.6%

50
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沖縄県の医学部卒業生の動向
出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成24年）（厚生労働省調べ）

（参考：大学入学前）
（高校等を卒業する前ま
でに過ごした期間が最も
長い都道府県）

大学
（沖縄県内）

（回答者：69人）

医師１年目

（臨床研修を行った
都道府県）

医師３年目

（研修終了後の都
道府県）

100%44.9% 50.7% 46.4%

東京：8.7% 東京：2.9% 東京：13.0%

51
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地域枠等の状況について
（出典：平成25年臨床研修修了者アンケート調査【速報値】）

事務局提出資料５

配布対象者：７,５４５
回収数：５,６１９ （回収率：７４．４％）

①地域枠での入学者（※）
１０１人（１．８％）
（※）地域医療等に従事する明確な意志をもった学生の選抜枠

②奨学金の受給者
４１２人(７．３％)

４６人
（地域枠での入
学者（奨学金は
受給しない））

５５人
（地域枠での
入学者であ

り、かつ奨学
金を受給する

者）

３５７人
（奨学金を受給する者
（地域枠での入学者で

はない））

（参考）①または②に該当する者 ４５８人

１．地域枠の分類

1

有

54%（249）

無

42%（190）

その他

1%（5）

無回答

3%（14）

奨学金の免除要件について、臨床研修期間中における特

定の地域等への従事義務の有無（n:458）

（内訳：複数回答）

都道府県
61.7%(254)

市町村
7.3%(30)

大学
9.0%(37)

大学以外の

医療機関
10.0%(41)

その他
10.7%(44)

無回答
1.5%(6)

（単回答（n=458)）

２．奨学金の支給元 ３．臨床研修中における地域等への従事

67.5%

6.4%

6.4%

20.1%

4.4%

4.8%

0.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

都道府県内の医療機関から選択

市町村内の医療機関から選択

特定の大学

大学以外の特定の医療機関

特定の診療科

その他

無回答
2
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条件が合えば

従事したい
55%(3031)条件にかかわらず希望

しない
19%(1038)

現在医師不足地域の

医療に従事している
5%(241)

その他
7%(396)

無回答
14%(786)

（１）医師不足地域の医療に従事することについて（n:5,492）

（２）医師不足地域の医療に従事する条件について（複数回答）（n：3,031)

0.6%
1.6%
1.6%
2.2%

6.6%
6.7%

9.0%
9.2%
9.6%

12.7%
16.2%

17.4%
20.1%

20.8%
21.1%

26.0%
28.9%

30.5%
43.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

無回答
入院のない小規模の診療所である

介護等のために、親族のもとへ短時間で移動できる
単身赴任の生活費や親族のもとへの交通費の補助がある

サバティカルがある
現在の生活圏から近い

居住環境が整備されている
子どもの教育環境が整備されている

出身地である、または実家に近い
地域の中核病院である

地域医療に従事後、希望の職場に勤務できる
病院の施設・設備が整っている

臨床能力を高めるための充実したプログラムがある
他病院とのネットワーク・連携がある

配偶者の同意がある
給与がよい

診療に関して相談出来る上級医や他科の医師がいる
自分と交代できる医師がいる
一定の期間に限定されている

４．医師不足地域への従事についての意識（地域枠以外の者）

（内訳）

3

（※）

（３）「一定期間」について、どの程度を希望しているか（（※）n：1,331）

（４）「一定期間」について、どの時期を希望しているか（（※）n：1,331）

0.8%

10.7%

36.7%

48.2%

1.0%

0.3%

0.8%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1ヶ月未満

1ヶ月以上半年未満

半年以上１年未満

１年以上３年未満

４年以上９年未満

１０年以上

その他

無回答

3.4%

31.9%

44.3%

9.8%

4.7%

6.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

卒後２年以内

卒後３～５年以内

卒後６～１０年以内

卒後１１～１５年以内

その他

無回答

4
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1

地域における医師の確保対策
について

医政局指導課

事務局提出資料３

○ 全国の医療施設（診療所・病院）に従事する「人口１０万対医師数」は２１９．０人で、前回に

比べ ６．１人増加している。
○ 都道府県別では、京都府が最も多く（２８６．２）、埼玉県が最も少ない（１４２．６）。

（出典）医師・⻭科医師・薬剤師調査

142.6人

286.2人

都道府県別にみた人口10万対医師数（平成2２年）
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診療科別医師数の推移（平成６年を1.0とした場合）

（出典）医師・歯科医師・薬剤師調査

○ 多くの診療科で医師は増加傾向にある。
○ 減少傾向にあった産婦人科・外科においても、増加傾向に転じている

※内科１） ・・（平成８～18年）は内科、呼吸器科、循環器科、消化器科（胃腸科）、神経内科、アレルギー科、リウマチ科、心療内科
（平成２０，２２年）内科、呼吸器、循環器、消化器、腎臓、糖尿病、血液、感染症、アレルギー・リウマチ、心療内科、神経内科

※外科２） ・・（平成６～18年）外科、呼吸器外科、心臓血管外科、気管食道科、こう門科、小児外科
（平成２０，２２年）外科、呼吸器・心臓血管・乳腺・気管食道・消化器・肛門・小児外科

0.70

0.90

1.10

1.30

1.50

1.70

平成6年

(1994)

8

('96)
10

('98)

12

(2000)

14

('02)

16

('04)

18

('06)

20

('08)

22

('10)

麻酔科

精神科

皮膚科

総 数

眼科

小児科

内科１）

外科２）

産科・産婦人科

○ 各都道府県が、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定。

○ 医療提供の量（病床数）を管理するとともに、質（医療連携・医療安全）を評価。

○ 医療機能の分化・連携（「医療連携」）を推進することにより、急性期から回復期、在宅療養に至るまで、地域全体で切れ目な

く必要な医療が提供される「地域完結型医療」を推進。

※ 都道府県においては、平成２５年度からの医療計画（５か年計画）の策定作業を平成２４年度中に行う予定。

趣旨

○ 新たに精神疾患を加えた五疾病五事業（※）及び在宅医療に係る目標、医療連携体制及び住民への情報提供推進策

○ 地域医療支援センターにおいて実施する事業等による医師、看護師等の医療従事者の確保

○ 医療の安全の確保 ○ 二次医療圏（※）、三次医療圏の設定 ○ 基準病床数の算定 等

平成２５年度からの医療計画における記載事項

※ 五疾病五事業･･･五つの疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患）と五つの事業（救急医療、災害時における医療、へき
地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急医療を含む））をいう。災害時における医療は、東日本大震災の経緯を踏
まえて見直し。

医療計画制度について医療計画制度について

【 医療連携体制の構築・明示 】

◇ 五疾病五事業ごとに、必要な医療機能（目標、医療機関に求められる事項等）と各医療機能を担う医療機関の名称を医療計
画に記載し、地域の医療連携体制を構築。

◇ 地域の医療連携体制を分かりやすく示すことにより、住民や患者が地域の医療機能を理解。

◇ 指標により、医療資源・医療連携等に関する現状を把握した上で課題の抽出、数値目標を設定、施策等の策定を行い、その
進捗状況等を評価し、見直しを行う（疾病・事業ごとのPDCAサイクルの推進）。

※ 国の指針において、一定の人口規模及び一定の患者流入・流出割合に基づく、二次医療圏の設定の考え方を明示し、見直しを促進。

３
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地域医療対策協議会

・ 特定機能病院
・ 地域医療支援病院

・ 第三十一条に規定する公的医療機関
・ 医師法第十六条の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定する病院

・ 診療に関する学識経験者の団体

・ 大学その他の医療従事者の養成に関係する機関
・ 社会医療法人

・ 独立行政法人国立病院機構
・ 地域の医療関係団体

・ 関係市町村

・ 地域住民を代表する団体

構成員

○ 医療計画にも、医療従事者の確保について、地域医療対策協議会の議論の経過や定め
られた施策について記載することとしている。

○ また、地域医療対策協議会は、地域医療支援センター事業による取組状況等を踏まえ、
医療従事者の確保に関する施策の推進や見直しに努めることとされている。

関係者の協議により、救急医療、災害時における医療、へき地の医療等に従事する医療従
事者の確保など、都道府県において必要とされる医療の確保のために必要な施策を定め
る。

（医療法第３０条の１２）

平成25年度予算９．６億円 （平成24年度予算 ７．３億円）
（３０箇所） （２０箇所）

○ 都道府県内の医師不足の状況を個々の病院レベルで分析し、優先的に支援すべき医療機関を判断。
医師のキャリア形成上の不安を解消しながら、大学などの関係者と地域医療対策協議会などに
おいて調整の上、地域の医師不足病院の医師確保を支援。

○ 医師を受入れる医療機関に対し、医師が意欲を持って着任可能な環境作りを指導・支援。また、公的
補助金決定にも参画。

大学

協力地域医療体験
事業への参加

地域医療機関

地域医療機関

地域医療機関と県内中核病院と
の間を循環しながらキャリア形成

地域医療支援センター

最新の医療技術習得の
ための研修参加

地域医療機関

地域医療機関

地域医療支援センターの役割

 都道府県が責任を持って医師の地域偏在の解消に取組むコントロールタワーの確立。

 地域枠医師や地域医療支援センター自らが確保した医師などを活用しながら、キャリア形成支援と一体的に、地域の医師不足病院の医師確保を支援。

 専任の実働部隊として、喫緊の課題である医師の地域偏在解消に取組む。
・人員体制 ：専任医師２名、専従事務職員３名 ・ 設置場所：都道府県庁、○○大学病院、都道府県立病院 等

地域医療支援センターの目的と体制

Ａ県

Ｂ県

医師の地域偏在（都市部への医師の集中）の背景

高度・専門医療への志向、都市部の病院に戻れなくなるのではないかという将来への不安 等

地域医療を志向する医師に
係る県域を越えた情報交換
と配置の調整

地域医療支援センター運営経費

313 372 437 476

0

200

400

平成22年平成23年平成24年平成25年

地域枠の医学部入学定員（※）の推移

(※ ) 医学部の定員増として認められた分であり、
このほか、既存の定員等を活用し都道府県と
大学が独自に設定した地域枠もある。

 平成２５年度現在、全国３０道府県の地域医療支援センターの運営に対する支援を実施している。
 平成２３年度以降、２０道府県で合計８０８名の医師を各道府県内の医療機関へあっせん・派遣をするなどの実績を上げている。（平成２５年３月末時点）
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《平成２３年度から実施》

北海道、青森県、岩手県、福島県、新潟県、
長野県、静岡県、岐阜県、京都府、島根県、
広島県、徳島県、高知県、大分県、宮崎県

《平成２４年度から実施》

宮城県、茨城県、千葉県、三重県、滋賀県

平成２５年度 地域医療支援センター
実施道府県（３０箇所）

《平成２５年度から実施》

群馬県、埼玉県、石川県、山梨県、大阪府
奈良県、和歌山県、岡山県、愛媛県、長崎県

地域医療支援センターの実績

① 医師派遣実績

開始年度都道府県数
派遣医師数（常勤
換算、人）

H23 15 631

H24 5 177

総計 20 808

（平成25年 医政局指導課調べ）

開始年度
医師向け講習会の開催が

あった都道府県数

医師向けの講習会等へ

の参加者数（人）
H23 11 4,939

H24 5 1,298
総計 1 6 6 ,237

開始年度
医師向けの面談・相談等実施が

あった都道府県数

医師向けの面談・相談等の実

施者数（人）
H23 12 607

H24 4 103

総計 1 6 7 1 0

開始年度
医師への研究資金、研修資金等貸

与実施都道府県数

医師への研究資金、研修資金

等貸与者数（人）
H23 11 1,272

H24 3 32

総計 1 4 1 ,304

② 医師向け講習会の開催実績

③ 医師向けの面談・相談等

④ 医師への研究資金、修学資金の貸与

○ 平成24年度までに地域医療支援センター事業を実施している全ての都道府県が医師の派遣に取り

組んでおり、そのうち多くは、その他にも、医師向けの講習会の開催、面談・相談等の実施、研究資金
の貸与等に取り組んでいる。
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地域医療支援センターの実績（学生支援）

① 研修病院説明会の参加・開催状況

② 学生向け説明会参加者（ブース来場者を除く）

開始年度
研修病院説明会への参加・開催

都道府県数
平均参加・開催回数（回） 延ブ ース来場者数（人）

H23 15 9.3 10,921
H24 5 3.8 2,681

総計 2 0 7 .9 1 3 ,602

開始年度
学生向けの説明会等への参加者数

（人）

H23 3,872
H24 1,832

総計 5 ,704

③ 学生向けの面談・相談等

開始年度
学生への研修資金、

修学資金等貸与都道
府県数

学生への研修資金、

修学資金等貸与者数
（人）

H23 9 902

H24 5 339
総計 1 4 1 ,241

開始年度

学生向けの面談・相

談等実施都道府県
数

学生向けの面談・相

談等実施者数（人）

H23 13 1,173
H24 3 155

総計 1 6 1 ,328

④ 学生への修学資金等貸与

開始年度
修学資金貸与者の地域

枠等の配置に関与のあ
る 都道府県数

修学資金貸与者の地

域枠等の配置者数
（人）

H23 11 147

H24 4 61
総計 1 5 2 0 8

⑤ 修学資金貸与者の配置への関与

（平成25年 医政局指導課調べ）

○ 平成24年度までに地域医療支援センター事業を実施している全ての都道府県が研修病院説明会に

参加又は開催しており、多くはその他にも、面談・相談等の実施、修学資金の貸与、修学資金貸与者
の配置等に取り組んでいる。

地域医療支援センターの取組
ドクターバンク事業（長野県）

・県内勤務に関心のある医師に対し、医師の勤務する

医療機関まで支援センター職員が赴き初期面談を実
施。その後、勤務候補の医療機関に医師が訪問する

際は、支援センターの専任医師、職員も同行し、勤務
形態や処遇について確認。

・上記の初期面談及び医療機関の訪問を月５～１０回
程度実施。

・平成２３年度には、県内の中小医療機関を中心に医
師を１３名あっせん。

修学資金貸与医師の配置調整（岐阜県）

・修学資金を貸与した後期研修医を対象として、診療

科ごとのキャリアプログラムを策定し、知事が指定し
た県内医療機関で研修を実施することにより、専門医
の資格を取得可能としている。

・具体的には、義務年限内の半数以上は地方勤務を
必須とするなどのローテーションルールに沿って、地

域医療支援センターが医師ごとのキャリアプログラム
を策定。

・平成２４年４月時点で、３２名の医師がキャリアプログ
ラムに参加し、県内医療機関において勤務している。

自治医科大学卒業医師の配置調整（広島県）

・これまで、自治医科大学を卒業した医師の配置は県が独自
に決定していたが、地域医療支援センターの設立により、
新たに配置基準を策定。

・基準の策定にあたっては、市町村に意見照会後、県、市
町、県医師会、大学、地域医療支援センターからなる会議
で検討。

・各市町から提出された配置に係る調査票に基づき、セン
ターにおいて医療機関を点数化して配置調整案を策定し、
上記会議において案を協議・決定する仕組みを構築。

・上記の取組により、透明性の高い配置調整がなされ、平成
２４年４月現在、１８名の医師が地域の医療機関において勤
務している。

その他

・奨学金を貸与している地域枠等の医学生に対して、

将来の進路について個別に面談を実施し、キャリアプ
ログラムの説明を行うことにより、地方へ行っても２年

後には戻って高度医療や専門医療を学ぶことができ

るなど、プログラムの内容を知ることで、地域医療へ
の将来の不安を解消することができた。

・レジナビフェ スタなど、臨床研修病院や医学生・研修
医が一堂に会する場において地域医療支援センター

のブースを設置して、キャリアアッププログラムなどの
センターの活動内容を周知。

（平成24年 医政局指導課調べ）
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【目 的】
○２１年度補正予算において、地域の医師確保、救急医療の確保など、地域における医療課題の解決を図るため、都道府県に
基金を設置。

○２２年度補正予算において、対象地域を都道府県単位（三次医療圏）の広域医療圏における医療提供体制の課題を解決する
ために基金を拡充。

○２３年度補正予算において、被災３県（岩手県、宮城県、福島県）のうち、津波等で甚大な被害を受けた地域を中心に基金を拡
充。

○２４年度予備費を活用し、被災地（岩手県、宮城県、福島県、茨城県）における医療施設の早期復旧・復興について、更なる医

療復興支援が必要なため、被災県が医療の復興計画等に定める事業を支援するために基金を拡充。
○２４年度補正予算にて、地域医療再生計画に基づく事業を遂行していく中で、計画策定時 (平成22年度)以降に生じた状況変

化に対応するために生じる予算の不足を補うために基金を拡充。

【対象事業】
○都道府県が策定する地域医療再生計画、医療の復興計画に基づく事業を支援

地域医療再生基金の概要

財源 予算措置額 対象地域 計画期間

平成２１年度補正予算 ２，３５０億円 二次医療圏を基本とする地域 （９４地域×２５億円） 平成２５年度まで

平成２２年度補正予算 ２，１００億円
都道府県単位（三次医療圏）

※一次・二次医療圏を含む広域医療圏
平成２５年度まで

平成２３年度補正予算 ７２０億円 被災３県（岩手、宮城、福島） 平成２７年度まで

平成２４年度予備費 ３８０億円 被災３県及び茨城県
平成２７年度まで

（茨城県については、平成２５年度まで）

平成２４年度補正予算 ５００億円 都道府県単位
平成２５年度末までに開始した事業
これまで交付した分で２５年度までと
していたものも同様の扱いとする。

地域の医師確保を目的とした都道府県地域枠（概要）

○【地域枠】（平成22年度より医学部定員増）
〈１〉大学医学部が設定する「地域医療等に従事する明確な意思をもった学生の選抜枠」

〈２〉都道府県が設定する奨学金の受給が要件
※入試時に選抜枠を設定せず、入学後に学生を選抜する場合もあり

※学生の出身地にとらわれず、全国から募集する場合もあり

※貸与額及び返還
免除要件について

は、各都道府県が
その実情に応じ
て、独自に設定。

○月額１０～１５万円

※入学金等や授業料など別途支給の場合あり
○６年間で概ね１２００万円前後

※私立大学医学生等には、別途加算の場合あり

（参考）全学部平均の学生の生活費（授業料含む）は
国公立大学で約１４０万/年、 私立大学で約２００万/年

出典（独）日本学生支援機構 学生生活調査（平成２０年度）

１．貸与額

○医師免許取得後、下記のような条件で医師として貸与期間の概ね1.5倍（９年

間）の期間従事した場合、奨学金の返還が免除される。
１．都道府県内の特定の地域や医療機関

（公的病院、都道府県立病院、市町村立病院、へき地診療所等）

２．指定された特定の診療科（産婦人科・小児科等の医師不足診療科）

２．返還免除要件

・平成22年度地域枠入学定員（313名）→平成28年に卒業見込み

・平成23年度地域枠入学定員（372名）→平成29年に卒業見込み
・平成24年度地域枠入学定員（437名）→平成30年に卒業見込み
・平成25年度地域枠入学定員（476名）→平成31年に卒業見込み

医
学
教
育
（
６
年
間
）

平成28年度以降、新たな
医師として地域医療等へ貢献：

奨学金の例
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地域医療再生基金を活用した医師確保の取組

○ 医学生への修学資金貸与事業
（平成24年度までの実績）

総事業費（千円）
再生基金充当額（千
円）

10,111,476 5,382,184

○ 一人あたり貸与額
年間１８０万円～４５０万円程度

※ 記載のあった３８都道府県についてとりまとめたもの

○ 再生基金による修学資金貸与枠数（学年あたり）
（平成２４年度）

地域医療再生基金を充当した修学資
金貸与枠数（人）

平均 9.0
中央値 7.5
最大値 29
最小値 2
※ 記載のあった３２都道府県についてとりまとめたもの

13

医師育成・確保コンソーシアムと一体となった
医学生修学資金制度（岐阜県）

○県内大学医学部及び附属病院、研修医が多く集まる公的病院

等が、効果的な初期臨床研修の実施と後期研修医の育成のた
め、コンソーシアムを組織。

（主な機能）
・初期臨床研修医の教育研修機能

・後期研修医等のキャリアアップおよび医師派遣機能
・岐阜大学医学部地域枠卒業者の研修先、勤務先の調整

○県内医学部在学の学生、県内高校出身者で他県の大学医学
部に在籍する者に対して修学資金を貸与。

○貸与を受けた学生は、卒業後にコンソーシアムが提供する初
期臨床研修プログラムやキャリアパスにより、県内での研修や
勤務に就く（償還免除要件）。

地域医療実習の実施などによる定着支援（新
潟県）

○県内及び県外の医学部に選抜枠を設定し、学生に対
し、卒後9年間は県が指定する医療機関に勤務すること
を償還免除の要件とする修学資金を支給。

○貸与者には、在学期間中毎年１回、地域医療実習への
参加を義務づけ、地域医療に対する理解の促進を図る。

○また、県内医学部に総合地域医療学講座を設置し、地
域医療に貢献する医師の育成及び地域における勤務医
の確保を図るとともに、地域医療連携の推進による地域
医療の充実を図っている。

（平成25年 医政局指導課調べ）

地域における医師確保のための奨学金制度等の現状

○ ６８大学から登録された地域における医師確保のための学生を対象とした奨学金制度や授業料の
減免制度１３１制度のうち、臨床研修施設を指定する医療機関とする制度は２０あった。

○ 初期臨床研修を指定する医療機関で受けることを減免要件とする奨学金等制度を実施する都道府

県は１２あった。県内の医療機関から選択等も含め、初期臨床研修について何らかの要件を設けてい
る都道府県は３４あった。

（文部科学省「地域医療に関する調査」を元に厚生労働省作成 ）

＜奨学金の返還免除要件における初期臨床研修に係る
要件の状況（制度数（N=131））＞

＜奨学金の返還免除要件における初期臨床研修に係る
要件の状況（都道府県数N=47）＞
※ 都道府県が実施主体のものに限る

A 臨床研修を県内の指定された特定の医療機関で行う義務がある

B
臨床研修を県内の指定された複数の医療機関のうちいずれかで
行う義務がある

C 臨床研修を県内のいずれかの医療機関で行う義務がある
D 臨床研修を県内の医療機関で行う義務はない
E 記載なし

A, 20

B, 13

C, 19D, 78

E, 1

12

8

14

33

0 5 10 15 20 25 30 35

A

B

C

D

※ 重複回答あり
※ Dは、初期臨床研修を県内で行った場合に義務年限に含まれる
場合と含まれない場合がある。
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8

地域枠学生の研修病院の選定に関する都道府県の意見

○ 都道府県内の指定された特定の医療機関で臨床研修を受けることとされた地域枠の学生について、
マッチング外とすべきが４４．７％と最も多かった。

○ 一方、都道府県内の医療機関から自由に選択して臨床研修を受けることとされた地域枠の学生につ
いて、マッチング内とすべきが４８．９％と最も多かった。

（平成24年厚生労働省「都道府県 医師臨床研修に関するアンケート調査」 ）

48.9% 27.7% 19.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

マッチング内 マッチング外 その他

②マッチングの適否(都道府県内の医療機関から自

由に選択し研修する地域枠の場合)

①マッチングの適否(都道府県内の特定の医療機関で

研修する地域枠の場合)

14.9% 44.7% 36.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

マッチング内 マッチング外 その他
【マッチング内】であるべきとする主な理由

・現行制度でも希望順位の選択等の工夫で対応可能
・一般学生との公平性
・マッチング外とすると、病院側が選考試験・面接の機会を逸し人物確
認ができない
・マッチング外とすると、本人の学習意欲の低下の恐れ
・マッチング外とすると県が調整をすることになる
・他県からの流入の可能性がある

【マッチング外】であるべきとする主な理由
・アンマッチの恐れ

【その他】の主な意見
・原則はマッチング内とし、アンマッチの場合などに例外的に定員を上
乗せするべき
・各病院の定員の内数で、地域枠のための定員を都道府県が設定できる
ようにするべき
・マッチング外にすると、１病院の定員を上回る地域枠学生が集まった
場合の調整が困難

【マッチング内】であるべきとする主な理由
・マッチング外で扱った場合、学生のモチベーションやレベルを

低下させる恐れ
・一般学生との公平性

【マッチング外】であるべきとする主な理由
・自治医大生と同様に扱うべき
・アンマッチを防止するため

・マッチング内とすると、学生に自由な病院選択が可能であると
期待されてしまう

・マッチング内とすると、実質的なマッチング募集人数（一般枠
の数）がわかりにくくなり
透明性が低下する恐れ

・マッチングにはなじまない。ただし、定員の内数にすべき

地域枠学生の研修病院に関する都道府県の状況

○ 地域枠の学生の臨床研修先について、医療機関を指定している都道府県が１７、地域を指定してい
る都道府県が１０であった。

○ 医師臨床研修システムの活用について、活用しないと回答した都道府県が９、活用すると回答した
都道府県が２８であった。

（平成25年厚生労働省医政局指導課調べ ）

②初期臨床研修先をどのレベルまで指定（強
制力のある指定）しているか

①奨学金等による契約によって、都道府県が
地域枠の医学生の初期臨床研修先を決定する
権限の有無

③初期臨床研修先を都道府県が指定する場合、医
師臨床研修マッチングシステムを活用するか

※47都道府県に調査し、回答の得られた４３都道
府県の結果をまとめたもの。

回答数
１：有 24
２：無 19 有無

回答数
１：医療機関 17
２：地域 10
３：指定なし 9
４：その他 7

医療

機関

地域

指定

なし

その

他

・初期臨床研修先を都道府県が指定する場合、医師臨床研修マッチングシステムを活用するか 回答数

１：活用しない 5
２：活用する 21
３：どちらでも 1

無回答 0

活用

しない

活用

する

どちら

でも
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9

○産婦⼈科、⼩児科等の厳しい勤務環境にある診療科において医師が不⾜

救急医（産科医、麻酔科医、新生児科医、小児科医等を含む）に救急勤務医手当
を⽀給する２次救急医療機関等に対して財政⽀援

医師不⾜の診療科の医師確保対策

産科医等に分娩手当等を支給する分娩取扱機関に対して財政支援

出⽣後ＮＩＣＵ（新⽣児集中治療管理室）に⼊る新⽣児を担当する医師に⼿当を
⽀給する医療機関に対して財政⽀援
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○
要
望
書
提
出
団
体
：
６
４

通
番

項
目

提
出
団
体

内
容

1
社
団
法
人
　
日
本
医
師
会

新
医
師
臨
床
研
修
の
基
本
３
原
則
を
堅
持
し
、
臨
床
研
修
医
が
、
地
域
社
会
で
充
実
し
た
研
修
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。

2
現
在
の
基
本
理
念
は
堅
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

3
基
本
理
念
の
文
言
か
ら
「
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
」
は
外
す
こ
と
。

4
現
在
の
到
達
目
標
の
骨
子
は
堅
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

5
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
な
ど
、
他
職
種
か
ら
の
評
価
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

6
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
や
ロ
グ
ブ
ッ
ク
の
導
入
な
ど
に
よ
り
、
特
に
態
度
・
技
能
領
域
の
評
価
を
充
実
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

7
行
動
目
標
に
関
し
て
は
、
客
観
的
な
評
価
の
導
入
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

8
臨
床
研
修
全
体
の
研
修
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
面
は
堅
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

9
研
修
中
の
妊
娠
出
産
等
へ
の
対
応
や
ま
た
障
害
を
有
す
る
研
修
医
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
研
修
を
継
続
で
き
る
よ
う
具
体
策
を
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。

1
0

公
益
社
団
法
人
　
日
本
精
神
科
病
院
協
会

精
神
科
を
必
修
診
療
科
に
も
ど
す
こ
と
。

1
1

公
益
社
団
法
人
　
日
本
産
科
婦
人
科
学
会

産
婦
人
科
研
修
を
再
必
修
化
と
す
る
こ
と
。

1
2

社
団
法
人
　
日
本
医
師
会

臨
床
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
そ
の
成
果
や
社
会
情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
適
宜
、
見
直
し
を
行
っ
て
い
く
。

1
3

目
標
の
達
成
に
必
要
な
研
修
科
で
研
修
す
べ
き
で
あ
る
。
現
在
以
上
に
緩
和
・
弾
力
化
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
。

1
4

外
科
と
小
児
科
は
再
び
必
修
化
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

1
5

精
神
科
七
者
懇
談
会

精
神
科
研
修
を
必
須
の
も
の
と
し
て
組
み
入
れ
る
こ
と
。

1
6

東
京
都
精
神
障
害
者
家
族
会
連
合
会

精
神
科
研
修
必
修
化
を
求
め
る
。

1
7

全
国
衛
生
部
長
会

研
修
内
容
を
充
実
さ
せ
、
よ
り
良
い
研
修
体
制
を
確
保
で
き
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。

1
8

大
都
市
衛
生
主
管
局
長
会

不
足
す
る
産
科
・
小
児
科
・
救
急
科
等
に
お
け
る
医
師
の
確
保
に
向
け
、
医
学
教
育
、
臨
床
研
修
の
整
備
・
充
実
を
図
る
。

1
9

現
行
の
必
修
科
目
の
研
修
期
間
は
最
低
限
必
要
で
あ
る
。

2
0

基
幹
型
研
修
病
院
で
は
1
2
ヶ
月
以
上
の
研
修
が
望
ま
し
い
。

③
臨
床
研
修
全
体
の
研
修
期
間

医
師
臨
床
研
修
制
度
に
関
す
る
関
係
団
体
等
か
ら
の
要
望
（
提
案
）
の
概
要

日
本
医
学
教
育
学
会

日
本
医
学
教
育
学
会

①
基
本
理
念

②
到
達
目
標
と
そ
の
評
価

日
本
医
学
教
育
学
会

日
本
医
学
教
育
学
会

日
本
医
学
教
育
学
会

⑤
各
研
修
診
療
科
の
研
修
期
間

○
平
成
2
3
年
６
月
～
平
成
2
5
年
６
月
ま
で
に
医
政
局
医
師
臨
床
研
修
推
進
室
に
お
い
て
把
握
で
き
た
も
の

④
研
修
診
療
科

事
務
局
提
出
資
料
３

1
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通
番

項
目

提
出
団
体

内
容

2
1

大
分
県

平
成
2
5
年
度
以
降
の
臨
床
研
修
に
お
け
る
対
応
に
お
い
て
、
基
幹
型
臨
床
研
修
病
院
の
指
定
基
準
に
つ
い
て
の
激
変
緩
和
措
置
を
継

続
す
る
こ
と
。

2
2

岐
阜
勤
労
者
医
療
協
会
　
み
ど
り
病
院

「
新
規
年
間
入
院
患
者
数
3
0
0
0
人
以
上
」
の
見
直
し
等
、
中
小
病
院
の
管
理
型
研
修
病
院
と
し
て
研
修
医
の
受
け
入
れ
が
出
来
る
よ
う
に

す
る
た
め
、
制
度
の
弾
力
的
な
運
用
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

2
3

医
療
法
人
尾
張
健
友
会
　
千
秋
病
院

年
間
入
院
患
者
数
3
,0
0
0
人
未
満
の
病
院
を
基
幹
型
臨
床
研
修
病
院
か
ら
外
さ
な
い
こ
と
。

2
4

年
間
入
院
件
数
3
,0
0
0
件
と
い
う
基
準
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
見
直
す
こ
と
。

2
5

2
0
1
2
年
４
月
１
日
で
廃
止
さ
れ
る
激
変
緩
和
措
置
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
降
も
継
続
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
6

み
え
医
療
福
祉
生
活
協
同
組
合
　
津
生
協
病
院
年
間
入
院
患
者
数
3
,0
0
0
人
未
満
の
病
院
を
基
幹
型
臨
床
研
修
病
院
か
ら
外
さ
な
い
こ
と
。

2
7

年
間
入
院
患
者
数
を
研
修
病
院
と
し
て
の
基
準
と
す
る
の
は
妥
当
性
を
欠
く
。

2
8

入
院
患
者
数
に
拘
わ
ら
ず
、
本
来
す
べ
て
の
病
院
が
訪
問
調
査
を
受
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

2
9

診
療
科
ご
と
の
症
例
数
は
参
考
基
準
と
し
て
取
り
扱
え
ば
良
い
。

3
0

高
知
県

「
年
間
入
院
患
者
3
0
0
0
人
以
上
」
に
つ
い
て
等
、
地
域
医
療
の
確
保
の
観
点
か
ら
基
幹
型
臨
床
研
修
病
院
の
指
定
基
準
の
弾
力
的
運
用

を
図
る
こ
と
。

3
1

神
奈
川
県

指
導
体
制
の
整
っ
た
中
小
病
院
に
つ
い
て
も
研
修
病
院
と
し
て
指
定
で
き
る
よ
う
基
準
を
見
直
す
こ
と
。

3
2

研
修
管
理
委
員
会
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
責
任
者
講
習
会
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
る
。

3
3

プ
ロ
グ
ラ
ム
責
任
者
に
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
責
任
者
講
習
会
を
義
務
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。

3
4

研
修
医
が
ロ
ー
テ
ー
ト
す
る
す
べ
て
の
科
に
指
導
医
を
配
置
す
べ
き
で
あ
る
。

3
5

京
都
府
、
市
町
村
及
び
２
大
学

自
治
体
が
独
自
に
運
営
し
て
い
る
公
立
医
科
大
学
分
の
定
員
に
つ
い
て
は
、
別
枠
と
し
て
定
員
に
加
算
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

3
6

富
山
県

研
修
医
が
特
定
の
地
域
に
過
度
に
集
中
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
都
道
府
県
別
の
上
限
の
設
定
を
す
る
こ
と
。

3
7

医
師
不
足
の
県
に
お
い
て
は
、
県
の
上
限
を
設
定
せ
ず
、
各
病
院
の
希
望
ど
お
り
に
募
集
定
員
を
決
定
す
る
よ
う
に
制
度
を
変
更
す
る
こ

と
。

3
8

大
都
市
か
ら
地
方
へ
の
研
修
医
の
誘
導
を
図
る
こ
と
。
医
師
不
足
の
県
に
お
い
て
は
、
県
の
上
限
を
設
定
し
な
い
こ
と
。

3
9

社
団
法
人
　
日
本
医
師
会

研
修
希
望
者
数
と
全
国
の
臨
床
研
修
医
の
募
集
定
員
数
を
概
ね
一
致
さ
せ
る
。
都
道
府
県
の
募
集
定
員
は
人
口
や
地
理
的
条
件
な
ど

の
実
情
を
踏
ま
え
て
設
定
す
る
。

4
0

公
立
大
学
法
人
和
歌
山
県
立
医
科
大
学

和
歌
山
県
の
臨
床
研
修
医
募
集
定
員
増
員
を
強
く
要
望
す
る
。

4
1

北
海
道

臨
床
研
修
希
望
者
数
と
募
集
定
員
を
概
ね
一
致
さ
せ
、
都
道
府
県
毎
の
定
員
数
は
、
地
理
的
条
件
な
ど
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
上

で
、
医
師
の
不
足
や
地
域
偏
在
の
解
消
に
向
け
て
、
配
分
す
る
必
要
が
あ
る
。

4
2

京
都
府

地
域
の
自
助
努
力
が
十
分
反
映
さ
れ
る
制
度
と
な
る
よ
う
、
自
治
体
が
独
自
に
運
営
し
て
い
る
公
立
医
科
大
学
分
の
定
員
に
つ
い
て
は
、

別
枠
と
し
て
定
員
に
加
算
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
あ
る
い
は
、
当
該
大
学
の
医
学
部
定
員
の
範
囲
内
で
知
事
が
独
自
に
加
算
で
き
る
措
置

を
講
じ
る
こ
と
。

4
3

三
重
県

都
道
府
県
ご
と
の
定
員
設
定
に
つ
い
て
、
医
師
数
の
過
不
足
の
状
況
等
を
踏
ま
え
た
も
の
と
す
る
な
ど
の
制
度
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

4
4

山
口
県

都
市
・
地
方
の
医
師
偏
在
解
消
に
向
け
た
各
都
道
府
県
の
臨
床
研
修
募
集
定
員
の
適
正
化
を
行
う
こ
と
。

医
療
法
人
　
名
南
病
院

⑦
指
導
・
管
理
体
制

⑥
必
要
な
症
例

日
本
医
学
教
育
学
会

日
本
医
学
教
育
学
会

長
野
県

⑧
募
集
定
員
の
設
定
方
法

2
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通
番

項
目

提
出
団
体

内
容

4
5

自
由
民
主
党
京
都
府
議
会
議
員
団

地
域
の
自
助
努
力
が
十
分
反
映
さ
れ
る
制
度
と
な
る
よ
う
、
自
治
体
が
独
自
に
運
営
し
て
い
る
公
立
医
科
大
学
分
の
定
員
に
つ
い
て

は
、
別
枠
と
し
て
定
員
に
加
算
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

4
6

都
道
府
県
別
の
医
学
部
入
学
定
員
数
で
按
分
す
る
の
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

4
7

都
道
府
県
別
の
人
口
で
按
分
す
る
場
合
、
マ
ッ
チ
ン
グ
応
募
者
総
数
を
按
分
す
べ
き
で
あ
る
。

4
8

人
口
あ
た
り
の
医
師
数
、
高
齢
者
割
合
を
加
味
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
。

4
9

激
変
緩
和
措
置
は
、
し
ば
ら
く
継
続
さ
せ
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。
(各
都
道
府
県
、
各
研
修
病
院
と
も
に
)

5
0

医
師
派
遣
加
算
は
医
師
不
足
地
域
へ
の
派
遣
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。

5
1

募
集
定
員
2
0
名
以
上
の
研
修
病
院
に
小
児
科
・
産
科
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
募
集
定
員
各
2
0
名
以
上
）
を
設
け
る
義
務
づ
け
は
廃
止
す
べ
き

で
あ
る
。

5
2

和
歌
山
県

地
域
の
医
師
確
保
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
医
師
臨
床
研
修
の
募
集
定
員
の
設
定
方
法
を
見
直
す
こ
と
。
ま
た
「
地
域
枠
」
を
別
枠
に
す

る
な
ど
募
集
定
員
を
増
員
す
る
こ
と
。

5
3

茨
城
県

各
都
道
府
県
の
上
限
数
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
地
域
特
性
や
医
師
不
足
の
状
況
を
考
慮
し
、
可
住
地
面
積
当
た
り
の
医
師
数
及
び
人

口
１
０
万
人
当
た
り
の
医
師
数
を
加
算
の
要
件
に
加
え
る
こ
と
。

5
4

全
国
自
治
体
病
院
開
設
者
協
議
会

公
益
社
団
法
人
　
全
国
自
治
体
病
院
協
議
会

全
国
自
治
体
病
院
経
営
都
市
議
会
協
議
会

全
国
知
事
会

全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会

全
国
市
長
会

全
国
市
議
会
議
長
会

全
国
町
村
会

全
国
町
村
議
会
議
長
会

公
益
社
団
法
人
　
国
民
健
康
保
険
中
央
会

臨
床
研
修
定
員
の
設
定
に
つ
い
て
、
地
域
の
努
力
や
創
意
、
他
地
域
へ
の
貢
献
等
が
十
分
反
映
さ
れ
る
制
度
に
改
め
る
と
と
も
に
、
都
道

府
県
内
に
お
け
る
地
域
の
実
情
に
つ
い
て
も
十
分
配
慮
し
た
医
師
不
足
困
窮
地
域
に
対
す
る
き
め
細
や
か
な
制
度
的
な
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。

5
5

愛
媛
県

複
数
の
中
小
規
模
の
病
院
が
、
相
互
連
携
し
、
総
体
と
し
て
臨
床
研
修
の
質
を
確
保
す
る
場
合
、
研
修
医
の
受
入
が
行
え
る
制
度
を
導

入
す
る
こ
と
。

5
6

一
般
社
団
法
人
全
国
公
私
病
院
連
盟

研
修
医
定
員
枠
の
調
整
な
ど
に
取
り
組
む
と
と
も
に
医
師
数
の
地
域
格
差
を
是
正
す
る
施
策
を
講
ず
る
こ
と
。

5
7

激
変
緩
和
措
置
廃
止
に
あ
た
っ
て
は
、
都
市
部
の
こ
れ
ま
で
の
研
修
医
養
成
実
績
等
を
適
正
に
評
価
す
る
と
と
も
に
、
診
療
科
目
別
の

医
師
偏
在
等
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

5
8

各
病
院
の
研
修
体
制
充
実
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
確
保
の
た
め
、
研
修
体
制
の
強
化
を
図
り
応
募
実
績
を
伸
ば
し
た
病
院
に
対
し
て
は
、
適

切
な
募
集
定
員
の
上
乗
せ
措
置
を
行
う
こ
と
。

5
9

青
森
県

都
道
府
県
毎
の
募
集
定
員
は
、
地
理
的
条
件
な
ど
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
上
で
、
医
師
不
足
や
地
域
偏
在
の
解
消
に
向
け
た
配
分
と

す
る
こ
と
。

6
0

宮
崎
県

医
師
が
不
足
す
る
地
域
や
診
療
科
の
医
師
確
保
に
つ
な
が
る
よ
う
、
都
市
部
の
研
修
医
師
の
更
な
る
削
減
を
行
い
、
臨
床
研
修
開
始
予

定
者
数
と
臨
床
研
修
病
院
の
募
集
定
員
の
開
き
を
縮
小
す
る
こ
と
。

⑧
募
集
定
員
の
設
定
方
法

大
阪
府

日
本
医
学
教
育
学
会

3
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通
番

項
目

提
出
団
体

内
容

6
1

岡
山
県

各
研
修
病
院
の
県
内
募
集
定
員
と
は
別
に
、
地
域
枠
卒
業
医
師
に
係
る
県
内
定
員
枠
を
設
定
す
る
こ
と
。

6
2

国
立
大
学
法
人
　
旭
川
医
科
大
学

地
域
枠
入
学
の
学
生
数
を
考
慮
し
た
臨
床
研
修
医
の
募
集
定
員
の
算
定
す
る
こ
と
。

6
3

北
海
道

国
が
定
め
る
募
集
定
員
に
つ
い
て
は
、
地
域
枠
学
生
数
を
考
慮
し
、
地
域
枠
に
係
る
加
算
を
認
め
る
な
ど
見
直
し
を
す
る
こ
と
。

6
4

地
域
枠
学
生
に
対
し
て
、
臨
床
研
修
制
度
上
の
配
慮
は
不
要
で
あ
る
。

6
5

他
県
に
係
る
地
域
枠
学
生
分
は
研
修
す
る
都
道
府
県
の
募
集
定
員
に
参
入
す
べ
き
で
あ
る
。

6
6

地
域
枠
の
学
生
も
マ
ッ
チ
ン
グ
に
参
加
す
べ
き
で
あ
る
。

6
7

全
国
衛
生
部
長
会

募
集
定
員
に
つ
い
て
地
域
枠
の
加
算
を
認
め
る
な
ど
、
地
域
医
療
の
確
保
の
観
点
か
ら
見
直
す
こ
と
。

6
8

東
京
都

地
域
枠
学
生
に
つ
い
て
は
、
そ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
当
該
地
域
に
お
い
て
確
実
に
初
期
臨
床
研
修
を
実
施
で
き
る
よ
う
、
通
常
の
募
集
定

員
と
は
別
に
初
期
臨
床
研
修
募
集
定
員
を
設
定
す
る
こ
と
。

6
9

中
国
地
方
知
事
会

大
学
医
学
部
の
地
域
枠
卒
業
者
の
地
域
へ
の
定
着
を
図
る
た
め
、
臨
床
研
修
病
院
の
マ
ッ
チ
ン
グ
対
象
定
員
枠
と
は
別
に
、
都
道
府
県

に
よ
る
地
域
枠
卒
業
者
を
対
象
と
す
る
定
員
枠
の
設
定
を
認
め
る
こ
と
。

7
0

兵
庫
県

地
域
枠
出
身
の
臨
床
研
修
医
は
個
々
の
臨
床
研
修
病
院
の
研
修
医
受
入
定
員
枠
の
と
は
別
枠
で
扱
い
、
都
道
府
県
の
裁
量
で
配
分
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

7
1

臨
床
研
修
医
の
研
修
先
に
お
け
る
給
与
水
準
を
一
定
の
範
囲
内
に
す
る
。

7
2

臨
床
研
修
医
が
単
な
る
労
働
力
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
研
修
に
専
念
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。

7
3

研
修
医
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
上
限
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
。

7
4

労
働
環
境
は
、
労
働
基
準
法
に
則
っ
て
整
備
す
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
自
己
研
鑽
等
の
時
間
は
労
働
時
間
と
見
な
さ
な
い
な
ど
、
柔
軟
な

対
応
が
望
ま
れ
る
。

7
5

臨
床
研
修
病
院
群
の
形
成
自
体
は
望
ま
し
い
。

7
6

基
本
的
に
は
同
一
圏
か
近
接
し
た
医
療
圏
で
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
遠
隔
地
と
の
連
携
も
あ
り
得
る
。

7
7

大
学
病
院
を
含
め
た
群
形
成
を
指
定
の
要
件
に
は
し
な
い
こ
と
。

7
8

群
を
形
成
す
る
各
病
院
の
規
模
の
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
。

7
9

他
職
種
や
非
医
療
者
（
市
民
代
表
）
が
評
価
を
す
る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

8
0

研
修
医
の
診
療
能
力
の
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
も
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

8
1

臨
床
研
修
病
院
の
指
定
や
都
道
府
県
全
体
の
定
員
上
限
枠
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
の
意
見
が
十
分
反
映
で
き
る
よ
う
制
度
変
更
す
る
こ

と
。

8
2

個
々
の
臨
床
研
修
病
院
の
定
員
枠
の
増
減
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
が
地
域
の
政
策
的
必
要
性
も
勘
案
し
調
整
で
き
る
権
限
を
拡
大
す
る

よ
う
制
度
変
更
す
る
こ
と
。

8
3

国
が
一
方
的
に
定
め
て
い
る
臨
床
研
修
病
院
の
指
定
、
研
修
医
受
入
定
員
調
整
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
が
地
域
の
実
情
や
政
策
的
必

要
性
も
勘
案
し
て
設
定
で
き
る
制
度
へ
変
更
す
る
こ
と
。

8
4

日
本
医
学
教
育
学
会

都
道
府
県
は
臨
床
研
修
制
度
に
お
い
て
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。

⑩
研
修
医
の
処
遇
等
の
確
保

⑪
臨
床
研
修
病
院
群
の
形
成

⑫
第
三
者
評
価

⑬
都
道
府
県
の
役
割

⑨
地
域
枠
へ
の
対
応

日
本
医
学
教
育
学
会

社
団
法
人
　
日
本
医
師
会

日
本
医
学
教
育
学
会

日
本
医
学
教
育
学
会

日
本
医
学
教
育
学
会

兵
庫
県

4
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通
番

項
目

提
出
団
体

内
容

8
5

受
入
実
績
が
２
年
な
い
こ
と
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
病
院
が
、
翌
年
す
ぐ
に
再
申
請
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
継
続
す
べ
き
で
あ
る
。

8
6

指
導
医
講
習
会
の
受
講
後
に
指
定
申
請
す
べ
き
で
あ
る
。

8
7

メ
ン
タ
ル
ケ
ア
体
制
の
有
無
を
指
定
要
件
に
加
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

8
8

研
修
中
の
妊
娠
出
産
等
へ
の
対
応
や
ま
た
障
害
を
有
す
る
研
修
医
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
研
修
を
継
続
で
き
る
よ
う
具
体
策
を
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。

8
9

京
都
府
、
市
町
村
及
び
２
大
学

大
学
の
臨
床
研
修
医
の
定
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
受
入
能
力
や
制
度
導
入
前
の
採
用
実
績
に
配
慮
し
た
定
員
数
を
確
保
す
る
こ
と
。

9
0

医
師
の
地
域
偏
在
・
診
療
科
偏
在
を
是
正
す
る
仕
組
み
の
構
築
（
国
の
責
任
に
よ
る
医
師
の
適
正
な
配
置
が
さ
れ
る
仕
組
み
の
構
築
）

が
必
要
で
あ
る
。

※
以
下
は
構
造
改
革
特
区
と
し
て
の
提
案

へ
き
地
に
所
在
す
る
臨
床
研
修
病
院
と
そ
れ
以
外
の
地
域
の
臨
床
研
修
病
院
と
を
グ
ル
ー
プ
化
し
て
定
員
を
設
定
、
当
該
定
員
を
超
え

た
希
望
者
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
超
え
た
部
分
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
全
体
の
定
員
枠
の
調
整
分
と
し
て
認
め
る
。

9
3

都
道
府
県
の
「
医
師
修
学
資
金
制
度
」
に
よ
り
養
成
さ
れ
た
医
師
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
配
置
で
き
る
よ
う
、

国
が
定
め
る
定
員
枠
の
外
枠
と
し
、
都
道
府
県
の
裁
量
で
医
師
不
足
地
域
の
病
院
に
追
加
配
分
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

9
4

北
海
道

郡
部
・
へ
き
地
な
ど
医
師
不
足
地
域
で
の
研
修
実
施
な
ど
、
地
域
医
療
研
修
の
充
実
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

9
5

日
本
共
産
党
宮
崎
県
委
員
会

地
域
医
療
の
充
実
を
は
か
る
こ
と
。

9
6

鹿
児
島
県

地
方
に
配
慮
し
た
臨
床
研
修
制
度
の
促
進
（
研
修
医
の
都
市
部
集
中
の
是
正
に
資
す
る
よ
う
な
制
度
の
運
用
、
財
政
面
も
含
め
た
支
援

措
置
）
す
る
こ
と
。

9
7

山
梨
県

医
師
の
地
域
間
偏
在
・
診
療
科
偏
在
の
解
消
（
臨
床
研
修
制
度
の
抜
本
的
な
制
度
の
見
直
し
）
を
す
る
こ
と
。

9
8

原
則
と
し
て
、
研
修
に
適
し
た
環
境
を
医
師
不
足
地
域
の
病
院
が
備
え
る
こ
と
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
地
域
間
偏
在
が
是
正
さ
れ
る
の
が

望
ま
し
い
。

9
9

研
修
医
に
医
師
不
足
地
域
の
医
療
を
体
験
さ
せ
る
こ
と
も
有
効
と
思
わ
れ
る
。

1
0
0

岩
手
医
科
大
学
　
学
長

東
北
大
学
　
医
学
部
長

福
島
県
立
医
科
大
学
　
学
長

６
都
府
県
に
集
中
し
て
い
る
研
修
医
制
度
の
見
直
し
を
す
る
こ
と
。

1
0
1

広
島
県

地
域
医
療
体
制
の
確
保
の
た
め
の
取
組
の
充
実
を
す
る
こ
と
。
（
新
た
な
医
師
臨
床
研
修
制
度
導
入
後
、
本
県
の
初
期
臨
床
研
修
医
は

大
き
く
減
少
し
て
い
る
。
）

1
0
2

秋
田
県

臨
床
研
修
制
度
に
お
け
る
地
域
医
療
研
修
期
間
の
延
長
や
、
臨
床
研
修
後
に
お
け
る
一
定
期
間
の
過
疎
地
域
勤
務
の
義
務
付
け
な
ど

に
よ
り
医
師
の
地
域
的
な
偏
在
の
解
消
に
向
け
た
新
た
な
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
。

1
0
3

北
海
道
市
長
会

臨
床
研
修
制
度
の
導
入
に
よ
る
影
響
を
ふ
ま
え
た
医
師
不
足
地
域
で
の
一
定
期
間
の
勤
務
の
義
務
付
け
な
ど
、
地
域
医
療
の
確
保
に

つ
な
が
る
よ
う
早
急
に
改
善
を
図
る
こ
と
。

1
0
4

福
島
県

被
災
地
の
臨
床
研
修
医
採
用
減
少
等
の
状
況
を
踏
ま
え
、
研
修
医
の
都
市
部
へ
の
集
中
の
是
正
を
行
う
な
ど
、
医
師
不
足
地
域
に
配
慮

し
た
見
直
し
を
早
急
に
実
施
す
る
こ
と
。

1
0
5

全
国
市
長
会

医
師
不
足
の
影
響
や
問
題
点
の
検
証
を
踏
ま
え
、
地
域
医
療
が
維
持
・
確
保
で
き
る
よ
う
改
善
を
図
る
こ
と
。

1
0
6

鳥
取
県
自
治
体
代
表
者
会
議

鳥
取
県
地
方
分
権
推
進
連
盟

地
域
偏
在
を
解
消
で
き
る
よ
う
見
直
し
す
る
こ
と
。

9
1

⑯
地
域
医
療
の
安
定
的
確
保

⑮
中
断
及
び
再
開
、
修
了

日
本
医
学
教
育
学
会

日
本
医
学
教
育
学
会

兵
庫
県

⑭
運
用
上
の
問
題

日
本
医
学
教
育
学
会

5
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通
番

項
目

提
出
団
体

内
容

1
0
7

オ
ホ
ー
ツ
ク
圏
活
性
化
期
成
会

医
師
不
足
地
域
で
の
一
定
期
間
の
勤
務
の
義
務
付
け
な
ど
、
地
域
医
療
の
確
保
に
つ
な
が
る
よ
う
早
急
に
制
度
の
改
善
を
図
る
こ
と
。

1
0
8

北
海
道
空
知
地
方
総
合
開
発
期
成
会

臨
床
研
修
医
制
度
導
入
に
よ
る
影
響
を
踏
ま
え
医
師
不
足
地
域
で
の
一
定
期
間
勤
務
の
義
務
化
が
必
要
。

1
0
9

全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会

医
師
の
地
域
別
、
診
療
科
別
偏
在
の
解
消
に
実
効
性
の
あ
る
制
度
の
構
築
を
図
る
こ
と
。

1
1
0

青
森
県

若
手
医
師
の
地
域
医
療
に
関
す
る
一
層
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
郡
部
・
へ
き
地
な
ど
医
師
不
足
地
域
で
の
研
修
の
実
施
な
ど
、
地
域
医

療
研
修
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

1
1
1

宮
崎
県

医
師
の
地
域
間
偏
在
や
診
療
科
の
偏
在
を
是
正
す
る
た
め
、
医
師
の
適
正
な
配
置
が
行
わ
れ
る
制
度
構
築
し
、
地
域
医
療
体
制
の
充

実
・
強
化
を
図
る
こ
と
。

1
1
2

九
州
各
県
議
会
議
長
会

地
域
の
医
師
不
足
問
題
の
解
消
に
実
効
の
あ
る
制
度
の
構
築
・
運
用
を
行
う
こ
と
。

1
1
3

愛
媛
県
市
長
会

医
師
を
安
定
的
、
継
続
的
に
地
域
の
中
小
病
院
へ
配
置
で
き
る
よ
う
、
大
学
医
局
の
旧
来
の
機
能
を
回
復
す
る
、
あ
る
い
は
、
各
都
道
府

県
の
地
域
医
療
対
策
協
議
会
等
が
医
師
の
需
給
調
整
を
行
え
る
よ
う
な
仕
組
み
を
構
築
す
る
な
ど
、
有
効
な
対
策
を
実
効
す
る
こ
と
。

1
1
4

四
国
西
南
地
域
市
議
会
議
長
懇
談
会

医
師
を
安
定
的
、
継
続
的
に
地
域
の
中
小
病
院
へ
配
置
で
き
る
よ
う
、
大
学
医
局
の
旧
来
の
機
能
を
回
復
す
る
、
あ
る
い
は
、
各
都
道
府

県
の
地
域
医
療
対
策
協
議
会
等
が
医
師
の
需
給
調
整
を
行
え
る
よ
う
な
仕
組
み
を
構
築
す
る
な
ど
、
有
効
な
対
策
を
実
効
す
る
こ
と
。

1
1
5

愛
知
県

病
院
勤
務
医
不
足
の
問
題
は
、
医
師
養
成
数
や
臨
床
研
修
、
診
療
報
酬
と
い
っ
た
制
度
が
大
き
く
関
わ
っ
て
お
り
、
制
度
の
設
計
者
で
あ

る
国
で
な
け
れ
ば
解
決
で
き
な
い
問
題
が
多
く
、
国
に
お
け
る
抜
本
的
な
対
策
の
実
施
が
必
要
で
あ
る
。

1
1
6

中
国
地
方
知
事
会

地
域
医
療
提
供
体
制
の
確
保
の
た
め
、
地
方
の
厳
し
い
医
師
不
足
の
現
状
を
考
慮
し
、
都
市
・
地
方
の
医
師
の
偏
在
が
解
消
さ
れ
る
よ
う

各
都
道
府
県
の
臨
床
研
修
医
の
募
集
定
員
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
。

1
1
7

社
団
法
人
　
日
本
医
師
会

臨
床
研
修
は
、
原
則
卒
業
直
後
か
ら
行
う
が
、
基
礎
医
学
に
進
む
場
合
に
は
後
年
あ
ら
た
め
て
臨
床
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
。

1
1
8

日
本
医
学
教
育
学
会

研
修
期
間
中
の
大
学
院
に
お
け
る
研
究
は
原
則
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

1
1
9

卒
前
臨
床
教
育
の
充
実
を
い
っ
そ
う
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

1
2
0

専
門
医
制
度
の
あ
り
方
は
、
初
期
臨
床
研
修
制
度
の
理
念
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

1
2
1

秋
田
県

臨
床
研
修
修
了
後
の
過
疎
地
勤
務
を
義
務
づ
け
る
な
ど
、
医
師
の
地
域
的
な
偏
在
や
診
療
科
偏
在
の
解
消
に
向
け
た
制
度
を
構
築
す

る
こ
と
。

1
2
2

群
馬
県

各
診
療
科
及
び
各
都
道
府
県
に
つ
い
て
、
必
要
な
医
師
数
を
養
成
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
（
例
え
ば
後
期
臨
床
研
修
の
法
定

化
な
ど
）

1
2
3

社
団
法
人
　
日
本
医
師
会

基
本
的
な
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
能
力
を
獲
得
し
、
地
域
医
療
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
医
師
を
養
成
す
る
た
め
、
地
域
社
会
で
充
実
し
た
研
修
体

制
を
準
備
す
る
。

1
2
4

島
根
益
田
市
・
津
和
野
町
・
吉
賀
町

出
身
大
学
の
所
在
の
都
道
府
県
内
で
卒
後
一
定
の
期
間
、
地
域
医
療
に
従
事
す
る
期
間
を
設
け
る
な
ど
の
策
を
講
じ
る
こ
と
。

1
2
5

四
国
知
事
会

臨
床
研
修
修
了
後
、
一
定
期
間
の
医
師
不
足
地
域
に
お
け
る
診
療
を
義
務
付
け
る
こ
と
。

1
2
6

愛
媛
県

臨
床
研
修
終
了
後
一
定
期
間
の
医
師
不
足
地
域
等
で
の
診
療
の
義
務
付
け
を
検
討
す
る
こ
と
。

1
2
7

京
都
府

大
学
医
学
部
に
お
け
る
地
域
枠
の
拡
大
、
医
師
臨
床
研
修
終
了
後
の
へ
き
地
勤
務
の
義
務
化
を
行
う
こ
と
。

1
2
8

全
国
衛
生
部
長
会

研
修
内
容
を
充
実
さ
せ
、
よ
り
良
い
研
修
体
制
を
確
保
で
き
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。

⑯
地
域
医
療
の
安
定
的
確
保

⑲
そ
の
他

⑰
研
究
医
養
成
と
の
関
係

⑱
関
連
す
る
医
学
教
育
等

日
本
医
学
教
育
学
会

6
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通
番

項
目

提
出
団
体

内
容

1
2
9

社
団
法
人
　
日
本
医
師
会

臨
床
研
修
の
２
年
間
、
臨
床
研
修
医
は
地
元
出
身
大
学
に
軸
足
を
置
き
つ
つ
、
よ
り
実
践
的
な
地
域
医
療
を
身
に
つ
け
る
。

ま
た
、
各
大
学
に
「
大
学
臨
床
研
修
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
」
を
設
置
、
ま
た
都
道
府
県
ご
と
に
「
都
道
府
県
医
師
研
修
機
構
（
仮
称
）
」
設
置
し
、

そ
れ
ら
を
将
来
は
発
展
的
に
再
編
し
「
都
道
府
県
地
域
医
療
対
策
セ
ン
タ
―
（
仮
称
）
」
（
医
師
養
成
と
医
師
確
保
を
担
う
）
体
制
を
構
築
す

る
。

1
3
0

鹿
児
島
県

医
師
不
足
の
解
消
や
偏
在
是
正
を
図
る
た
め
、
医
師
の
計
画
的
な
育
成
、
確
保
及
び
定
着
を
目
的
と
し
た
実
効
性
あ
る
支
援
策
を
講
じ
る

こ
と
。

1
3
1

新
潟
県

臨
床
研
修
修
了
後
に
医
師
不
足
地
域
で
の
診
療
を
経
験
さ
せ
る
な
ど
、
医
師
の
地
域
偏
在
の
解
消
に
向
け
た
実
効
性
の
あ
る
対
策
を

講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

1
3
2

北
海
道

臨
床
研
修
修
了
後
に
医
師
不
足
地
域
で
の
診
療
を
経
験
を
付
加
す
る
等
、
地
域
に
お
け
る
医
師
確
保
に
実
効
性
の
あ
る
対
策
を
講
ず
る

こ
と
。

1
3
3

長
野
県

臨
床
研
修
修
了
後
、
専
門
医
資
格
取
得
ま
で
の
間
に
、
へ
き
地
医
療
や
産
科
・
小
児
科
な
ど
医
師
不
足
が
著
し
い
診
療
科
へ
の
勤
務
を

誘
導
す
る
制
度
を
創
造
す
る
こ
と
。

1
3
4

四
国
知
事
会

臨
床
研
修
修
了
後
、
一
定
期
間
の
医
師
不
足
地
域
に
お
け
る
診
療
を
義
務
付
け
る
こ
と
。

1
3
5

全
国
市
長
会

魅
力
の
あ
る
研
修
制
度
へ
向
け
て
努
力
し
て
い
る
地
方
病
院
に
つ
い
て
、
適
切
な
財
政
支
援
を
行
う
こ
と
。

1
3
6

北
海
道
後
志
総
合
開
発
期
成
会

臨
床
研
修
終
了
後
一
定
期
間
過
疎
地
域
へ
勤
務
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
と
と
も
に
、
特
に
内
科
、
小
児
科
、
産
婦
人
科
の
医
師
確
保

対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

1
3
7

青
森
県

臨
床
研
修
修
了
後
の
一
定
期
間
、
へ
き
地
等
に
お
け
る
勤
務
を
義
務
付
け
る
な
ど
、
規
制
・
義
務
付
け
に
よ
る
実
効
性
の
あ
る
対
策
を

推
進
す
る
こ
と
。

1
3
8

北
海
道
町
村
議
会
議
長
会

臨
床
研
修
制
度
の
見
直
し
、
さ
ら
に
臨
床
研
修
終
了
後
も
へ
き
地
・
離
島
等
へ
一
定
期
間
勤
務
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と
。

1
3
9

大
阪
府

単
に
医
師
の
地
域
別
・
診
療
科
目
別
の
偏
在
是
正
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
研
修
内
容
を
充
実
さ
せ
、
研
修
体
制
を
確
保
す
る
と
い
う

視
点
に
よ
り
、
検
討
を
行
う
こ
と
。

1
4
0

北
海
道
・
東
北
六
県
議
会
議
会
長

へ
き
地
及
び
特
定
診
療
科
等
に
お
け
る
医
師
を
確
保
す
る
た
め
、
臨
床
研
修
終
了
後
の
一
定
期
間
、
へ
き
地
等
で
の
診
療
を
義
務
化
す

る
こ
と
な
ど
、
実
効
性
の
あ
る
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
。

1
4
1

全
国
公
立
病
院
連
盟
総
会

全
国
公
立
病
院
連
盟
事
務
長
会

臨
床
研
修
病
院
の
指
導
医
に
対
す
る
評
価
を
適
正
に
行
う
こ
と
。

1
4
2

全
国
公
立
医
科
・
歯
科
大
学
設
置
団
体
協
議
会

全
国
公
立
医
科
・
歯
科
大
学
長
会

大
学
附
属
病
院
等
に
お
け
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
臨
床
研
修
費
補
助
の
拡
充
。

⑲
そ
の
他

7
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